
 

９９．．食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

食料安定供給特別会計は、平成 19 年度から導入した水田・畑作経営所得安定対策（平成 25

年度から経営所得安定対策）を軸とする食料安定供給施策を一体的に推進するため、①米・麦の

買入れ、売渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担い手への利用集積等に必要な資

金の貸付け等の経理を行う農業経営基盤強化措置特別会計を平成 19 年度に統合し、農業経営基

盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のための事業に係る経理を行うため

に設置されました。 

 

平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会

改革法により、食料安定供給特別会計に農

業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁

業共済保険特別会計が統合され、各特別会

計内の勘定構成の合理化（統廃合）等が図

られました。 

改正後の本特別会計は、食料の安定供給

を図るために相互に関連付けられる、①農

業経営安定事業（経営所得安定対策の交付

金の交付等）、②食糧の需給及び価格の安

定のために行う事業（備蓄米・外国産米麦

の売買等）、③農業共済再保険事業等（自然

災害等による農作物の減収等を保険の仕

組みにより補塡）、④漁船再保険事業（漁船

の座礁や運航に伴う不慮の費用負担等に

よる損失を保険の仕組みにより補塡）、⑤

漁業共済保険事業（異常な事象による漁獲

減少等の損失を保険の仕組みにより補

塡）、⑥国営土地改良事業（国営土地改良事

業の工事等）に関する政府の経理を明確に

するため、一般会計と区分して経理するこ

とを目的として設置しています。 

  

食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計、、農農業業共共済済再再保保険険特特別別会会計計、、

漁漁船船再再保保険険及及びび漁漁業業共共済済保保険険特特別別会会計計のの再再編編  
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食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  

 

 

なお、農業共済再保険勘定については、平成 30 年 4 月に施行された「農業災害補償法の一部

を改正する法律」（平 29 法 74）により、農業経営収入保険（農産物の需給変動等による農業収

入の減少を保険の仕組みにより補塡）の再保険事業を経理に加えたことから、勘定名を農業再保

険勘定に変更しています。 

また、国営土地改良事業勘定は、「土地改良法」（昭 24 法 195）に基づく国営土地改良事業

等に関する経理を行うために設けられた国営土地改良事業特別会計が、平成 20 年度より一般会

計に統合されたことに伴い、平成 10 年度以前に事業費の一部について借入金を財源として新規

着工した事業のうち、平成 19 年度末までに工事が完了しなかった事業（以下「未完了借入事業」

といいます。）について、全ての事業の工事が完了する年度までの経過措置として設置されてい

ます。 
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国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

国営土地改良事業勘定では、農業生産基盤の整備等を図るため、国及び受益者が負担する

部分は一般会計からの繰入金等、道県が負担する部分は財政融資資金からの借入金を財源と

して事業を実施しています。 

なお、事業実施の後に、道県及び受益者が負担する部分については、本勘定を通じて一般

会計への繰入れ及び財政融資資金への償還を行っています。  

 

          

 

 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業

共済保険勘定の各事業勘定と、各事業勘定に共通する事務人件費等を経理する業務勘定に区分さ

れ、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

また、国営土地改良事業勘定において、国営土地改良事業のうち未完了借入事業に関する経理

を行います。 

 

    

 道   県 

 

財政融資資金 

国 営 土 地 改 良  事 業 勘 定 
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   一  般  会  計   
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国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

国営土地改良事業勘定では、農業生産基盤の整備等を図るため、国及び受益者が負担する

部分は一般会計からの繰入金等、道県が負担する部分は財政融資資金からの借入金を財源と

して事業を実施しています。 

なお、事業実施の後に、道県及び受益者が負担する部分については、本勘定を通じて一般

会計への繰入れ及び財政融資資金への償還を行っています。  

 

          

 

 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業

共済保険勘定の各事業勘定と、各事業勘定に共通する事務人件費等を経理する業務勘定に区分さ

れ、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

また、国営土地改良事業勘定において、国営土地改良事業のうち未完了借入事業に関する経理

を行います。 
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①①  農農業業経経営営安安定定勘勘定定  

経営所得安定対策のうち、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する

法律」（平 18 法 88）に基づく、（ア）畑作物の直接支払交付金の交付及び（イ）収入減少影

響緩和交付金の交付に関する事業に係る経理を行っています。 

（参考資料）「経営所得安定対策」 

（ https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/keiei_antei.html ）  

  

②②  食食糧糧管管理理勘勘定定  

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平 6 法 113。以下「食糧法」といいま

す。）に基づく米穀の備蓄の円滑な運営を図るための国内産米穀の買入れ・売渡し、輸入を目的

とする米穀の買入れ・売渡し、麦の需給見通しに基づく輸入食糧麦の買入れ・売渡し及び「飼

料需給安定法」（昭 27 法 356）に規定する飼料需給計画に基づく輸入飼料の買入れ・売渡し

等を行っています。 

政府所有米穀の販売・保管・運送等の一連の業務については、民間事業体に包括的に委託し

ています。 

また、不測の事態に備えるため、製粉企業等が外国産食糧用小麦の需要量の 2.3 か月分を備

蓄する場合に、1.8 か月分の保管料を助成しています。 

（参考資料）「米（稲）・麦・大豆」 

（ https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/index.html ） 

  

    倉庫内での米穀の備蓄 

 

輸入港での小麦の荷揚げ 

 

船内の小麦 

 

（ア） 畑作物の直接支払交付金

・ 諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（麦、大豆、
てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね）の生産・販売を行う
農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当す
る交付金を直接交付します。支払いは生産量と品質に応じて交付する数
量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払（営農
継続支払）として、当年産の作付面積に応じて数量払の内金として先払
いします。

面面積積払払

数数量量払払

収収量量

交交
付付
金金
額額

（イ） 収入減少影響緩和交付金

・ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの当年産の販売収

入が標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を国からの交付金

と農業者の積み立てた積立金で補てんします。

対策加入者があらかじめ一定額の積立金を拠出（20％の収入減少に

備えた額が上限。）する必要があります。

都道府県等地域単位で算定

標標準準的的収収入入

当当年年産産収収入入

収収入入減減少少

補補ててんん金金
収収入入減減のの
９９割割ままでで
補補 てて んん

農農 業業 者者１１：： 国国３３ のの 割割合合でで
拠拠出出ししたた積積立立金金かからら補補ててんん

過去５年のうち、
最高・最低を除
く３年の平均収
入 （５中３）

品目ごとの収入
差額を合算相殺
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③③  農農業業再再保保険険勘勘定定  

「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づく農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及

び園芸施設共済並びに農業経営収入保険に関する再保険事業等に係る経理を行っています。 

 

 

◇ 農業災害の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［農作物共済］ 

冷害による不稔もみ（実の数が少なく、つい

ているもみも実が入っていない）と変色もみ

の発生 

 

[果樹共済] 

風害によるりんごの落果 

 

[園芸施設共済] 

風害による園芸施設の被害 
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③③  農農業業再再保保険険勘勘定定  

「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づく農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及

び園芸施設共済並びに農業経営収入保険に関する再保険事業等に係る経理を行っています。 

 

 

◇ 農業災害の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［農作物共済］ 

冷害による不稔もみ（実の数が少なく、つい

ているもみも実が入っていない）と変色もみ

の発生 

 

[果樹共済] 

風害によるりんごの落果 

 

[園芸施設共済] 

風害による園芸施設の被害 

 

 

④④  漁漁船船再再保保険険勘勘定定  

「漁船損害等補償法」（昭 27 法 28）による漁船保険等に関する再保険事業に係る経理を行

っています。 

 

・全国約 21 万隻（令和 3 年末漁船登録隻数及び 1

トン未満の登録義務が無い無動力漁船を含む。）の

漁船を対象に、不慮の事故による損害を復旧する

ための漁船保険（令和 3 年度加入実績：約 15 万

隻） 

・漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の

発生により漁業経営が困難となることを防止する

ための漁船船主責任保険（令和 3 年度加入実績：

約 15 万隻） 

・漁船に積載した漁獲物等の不慮の事故による損害

を補塡するための漁船積荷保険（令和 3 年度加入

実績：419 隻）

 

 

 

 

漁船再保険勘定では、漁船損害等補償制度の安定化を図るため、漁船保険組合から再保険料を

受け入れ、事故等の発生により漁船保険組合の支払上限を超えた場合等に再保険金を支払います。

この再保険金は、漁船保険組合の支払額と合計され、保険金として漁業者に支払われます。  

 

 

 

 

  

漁漁船船保保険険制制度度のの仕仕組組みみ  

漁船の座礁による事故 

一 般 会 計

特 別 会 計
漁船・漁船船主責任・漁船積荷

漁 船 保 険 組 合

漁業者（保険加入者）

再保険事務費 保険料の一部
国庫負担見合受入

保
険
料
の
一
部
国
庫
負
担保 険

再保険
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⑤⑤  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定  

「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、

中小漁業者の営む漁業につき異常の事象又は不慮

の事故による損失を補塡するための漁業共済保険

事業に関する経理を行っています。 

（令和 3 年度契約実績：約 7,240 億円） 

 

 

 

 

 

 

漁業共済保険勘定では、漁業災害補償制度の安定化を図るため、漁業共済組合連合会から保

険料を受け入れ、事故等の発生により漁業共済組合連合会の支払上限を超えた場合に保険金を

支払います。この保険金は、漁業共済組合連合会と漁業共済組合の支払額と合計され、共済金

として漁業者に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

⑥⑥  業業務務勘勘定定  

農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定

に共通する事務人件費等の経理を行っています。 

具体的には、各勘定から事業に係る事務人件費等に

要する財源を受け入れ、これを歳出に充てることとし

ています。 

⑦⑦  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定 

国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のため、

各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に係る経

理を取り扱っています。 

その経理については、事業費のうち国及び受益者が

負担する部分は一般会計からの繰入金等を充ててお

り、道県が負担する部分は借入金を充てています。 頭首工：河川から農業用水を安定的に取水する施設 

 

漁漁業業共共済済制制度度のの仕仕組組みみ  

 

養殖ふぐの病害による被害 
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⑤⑤  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定  

「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、

中小漁業者の営む漁業につき異常の事象又は不慮

の事故による損失を補塡するための漁業共済保険

事業に関する経理を行っています。 

（令和 3 年度契約実績：約 7,240 億円） 

 

 

 

 

 

 

漁業共済保険勘定では、漁業災害補償制度の安定化を図るため、漁業共済組合連合会から保

険料を受け入れ、事故等の発生により漁業共済組合連合会の支払上限を超えた場合に保険金を

支払います。この保険金は、漁業共済組合連合会と漁業共済組合の支払額と合計され、共済金

として漁業者に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

⑥⑥  業業務務勘勘定定  

農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定

に共通する事務人件費等の経理を行っています。 

具体的には、各勘定から事業に係る事務人件費等に

要する財源を受け入れ、これを歳出に充てることとし

ています。 

⑦⑦  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定 

国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のため、

各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に係る経

理を取り扱っています。 

その経理については、事業費のうち国及び受益者が

負担する部分は一般会計からの繰入金等を充ててお

り、道県が負担する部分は借入金を充てています。 頭首工：河川から農業用水を安定的に取水する施設 

 

漁漁業業共共済済制制度度のの仕仕組組みみ  

 

養殖ふぐの病害による被害 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 55 年年度度当当初初予予算算））  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

農業経営安定勘定 2,514（▲230）  2,514（▲230） 2,514（▲230） 

食糧管理勘定 11,267（＋2,111） 11,267（＋2,111） 7,765（＋2,005） 

農業再保険勘定 1,044（＋114） 1,042（＋117） 1,033（＋117） 

漁船再保険勘定 80（▲1） 69（▲2） 64（▲3） 

漁業共済保険勘定   146（▲98） 129（▲113） 104（▲125） 

業務勘定 148（＋23） 148（＋23） 58（＋８） 

国営土地改良事業勘定 111（▲32） 111（▲32） 56（▲17） 

特別会計合計 15,310（＋1,887） 15,280（＋1,874） 11,595（＋1,756） 

  

15,310億円
（+1,887）

漁船再保険勘定
国営土地改良事業勘定

その他
496（＋55）

漁業共済保険勘定

15,280億円
（+1,874）

食糧管理勘定

農業再保険勘定

国営土地改良事業勘定

予備費等

850（-）

漁業共済保険勘定
業務勘定

食糧管理勘定

農業経営
安定勘定

農業経営
安定勘定

漁船再保険勘定

業務勘定

土地改良事業費 47（▲16）

その他 65（▲17）

一般会計より受入 45（▲14）
その他 66（▲18）

漁業共済保険費及交付金等 105（▲125）
国債整理基金特別会計へ繰入 23(+12)

漁船再保険費及交付金等 69（▲2）

一般会計より受入 120（+15）
その他 26（▲113）

一般会計より受入 69（▲1）
その他 10（▲0）

農業再保険費及交付金等
1,042（＋117）

農業再保険勘定
農業再保険収入等

1,044（+114）

事務取扱費 146（+23） 予備費 2（-）

他勘定より受入等 148 （+23）

農業経営安定事業費

2,513(▲230)
その他 2（▲0）

一般会計より受入
1,105（＋44）

他勘定より
受入

913 （▲329）

その他
121（▲2）

食糧証券収入
3,615（+377）

一般会計より受入
1,310（+179）

食糧売払代
6,222（+1,558）

国債整理基金
特別会計へ繰入

2,457（+412）

交付金等他勘定
へ繰入

1,045（▲306）

食糧管理費

368（▲9）

食糧買入費
6,548（+2,015）

（注）歳入歳出差額が 30 億円（農業再保険勘定２億円、漁船再保険勘定 11 億円、漁業共済保険勘定 17

億円）あります。 

 これらは、歳出予算では当年度の（再）保険金等支払見込額を計上する一方で、歳入予算に次年度へ

繰り越して使用する未経過（再）保険料等を含めて計上していることによるものです。 

 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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○○  農農業業経経営営安安定定勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧管理勘定よ

り受入 

913（▲329） 国が輸入した麦の売買差益収入見込額等（畑作物の直接支

払交付金財源） 

一般会計より受

入 

1,105（＋44） 農業経営安定事業等に要する経費の財源不足受入見込額（ 

農業経営安定事業に要する経費の財源に充てるための受

入見込額の増加） 

独立行政法人農

畜産業振興機構

納付金 

138（▲36） 輸入糖等からの調整金収入の国庫納付金の受入見込額 

雑収入 0（－） 交付金に係る過年度収入 

前年度剰余金受

入 

358（＋92） 剰余金受入見込額（収入減少影響緩和交付金由来の剰余金

等の増加） 

合計   2,514 

（▲230） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

畑作物の直接支

払交付金 

1,984 

（▲74） 

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物

（麦、大豆等）の生産・販売を行う農業者に対して、販売

価格と生産費の差額に相当する交付金の直接交付 

収入減少影響緩

和対策 

528（▲156） 農業収入の減少が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和

するための交付金等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

  1（▲0） 農業経営安定事業に係る事務費に要する財源の業務勘定

への繰入れ 

予備費 1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計  2,514 

（▲230） 

 

○○  食食糧糧管管理理勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧売払代 6,222 

（＋1,558） 

売却予定数量、政府売渡予定価格等を基礎として算出した

米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払収入見込額 

輸入食糧納付金 5（＋0） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の輸入に係る納付金の受入

見込額 

一般会計より受

入 

1,310 

（＋179） 

調整資金の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

食糧証券収入 3,615  

（＋377） 

主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるための

特別会計法に基づく食糧証券の収入見込額（食糧証券償還

のための国債整理基金特別会計へ繰入の増加） 

雑収入 

 

  116（▲３） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払いに伴う違約金等の

受入見込額等 

合計 11,267 

（＋2,111） 
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○○  農農業業経経営営安安定定勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧管理勘定よ

り受入 

913（▲329） 国が輸入した麦の売買差益収入見込額等（畑作物の直接支

払交付金財源） 

一般会計より受

入 

1,105（＋44） 農業経営安定事業等に要する経費の財源不足受入見込額（ 

農業経営安定事業に要する経費の財源に充てるための受

入見込額の増加） 

独立行政法人農

畜産業振興機構

納付金 

138（▲36） 輸入糖等からの調整金収入の国庫納付金の受入見込額 

雑収入 0（－） 交付金に係る過年度収入 

前年度剰余金受

入 

358（＋92） 剰余金受入見込額（収入減少影響緩和交付金由来の剰余金

等の増加） 

合計   2,514 

（▲230） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

畑作物の直接支

払交付金 

1,984 

（▲74） 

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物

（麦、大豆等）の生産・販売を行う農業者に対して、販売

価格と生産費の差額に相当する交付金の直接交付 

収入減少影響緩

和対策 

528（▲156） 農業収入の減少が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和

するための交付金等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

  1（▲0） 農業経営安定事業に係る事務費に要する財源の業務勘定

への繰入れ 

予備費 1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計  2,514 

（▲230） 

 

○○  食食糧糧管管理理勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧売払代 6,222 

（＋1,558） 

売却予定数量、政府売渡予定価格等を基礎として算出した

米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払収入見込額 

輸入食糧納付金 5（＋0） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の輸入に係る納付金の受入

見込額 

一般会計より受

入 

1,310 

（＋179） 

調整資金の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

食糧証券収入 3,615  

（＋377） 

主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるための

特別会計法に基づく食糧証券の収入見込額（食糧証券償還

のための国債整理基金特別会計へ繰入の増加） 

雑収入 

 

  116（▲３） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払いに伴う違約金等の

受入見込額等 

合計 11,267 

（＋2,111） 

 

 

（歳出）  
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧買入費 6,548 

（＋2,015） 

 

食糧法に基づき買い入れる米等の買入代金及び食糧麦等の

買入代金並びに飼料需給安定法の規定により買い入れる輸

入飼料の買入代金（為替の直近の動向等を勘案したことに伴

う食糧買入費の増加） 

食糧管理費 368（▲９） 

 

米の販売・管理業務に要する経費の民間団体への委託及び食

糧麦備蓄対策事業に要する経費の民間団体に対する補助等 

交付金等他勘定

へ繰入 

1,045  

（▲306） 

 

農業経営安定事業に係る交付金に要する財源の農業経営安

定勘定への繰入れ並びに食糧の需給及び価格の安定のため

に行う事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業務勘定

への繰入れ 

融通証券等事務

取扱費一般会計

へ繰入 

0（―） 食糧証券の発行及び償還に必要な事務取扱費の支払財源に

充てるための一般会計への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

2,457 

（＋412） 

 

食糧証券の償還金及び利子等の支払財源に充てるための国

債整理基金特別会計への繰入れ（食糧証券償還のための国債

整理基金特別会計へ繰入の増加） 

予備費 850（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 11,267 

（＋2,111） 

 

○○  農農業業再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 8（▲2） 農業共済組合連合会等から納入される再保険料収入の見

込額等 

一般会計より受

入 

505（▲133） 農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金、農業経営収入保

険料国庫負担金、家畜共済損害防止事業交付金及び事務取

扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計からの受

入見込額 

前年度繰越資金

受入 

135（＋43） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入 396（＋206） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入 0（▲０） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 1,044 

（＋114） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

農業再保険費及

交付金 

853（＋117） 農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金及び農業経営収

入保険料国庫負担金の農業共済組合連合会等への交付や

再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

9（▲0） 農業再保険事業等に係る人件費、事務費等に要する財源の

業務勘定への繰入れ 

予備費 180（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 1,042 

（＋117） 
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○○  漁漁船船再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                    （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 0（―） 漁船保険組合からの漁船保険等に係る再保険料収入見込

額 

一般会計より受

入 

 69（▲1） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の財源及び

事務取扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計か

らの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

9（▲0） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入      1（―） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入      0（―） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合合計計  80（▲1）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁船再保険費及

交付金 

  63 （▲3） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の漁船保険

組合への交付や再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

6（＋1） 

 

漁船再保険事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

予備費  1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 69（▲2）  

○○  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料 0（―） 漁業共済組合連合会からの漁業共済保険に係る保険料収

入見込額 

一般会計より受

入 

120（＋15） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の財源並び

に事務取扱いに必要な人件費及び事務費の財源の一般会

計からの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

  26 （＋4） 未経過の保険期間に対する保険料として前年度から繰り

越される資金の受入見込額等 

雑収入 0（―） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

借入金 －（▲117） 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金の財源に

充てるための民間からの借入見込額 

合計 146（▲98）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁業共済保険費

及交付金 

103（▲125） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の漁業共済

組合連合会への交付や保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

1（＋0） 漁業共済保険事業に係る人件費及び事務費に要する財源

の業務勘定への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

23（＋12） 

 

借入金の償還金の支払財源に充てるための国債整理基金

特別会計への繰入れ 

予備費 1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 129（▲113）  
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○○  漁漁船船再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                    （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 0（―） 漁船保険組合からの漁船保険等に係る再保険料収入見込

額 

一般会計より受

入 

 69（▲1） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の財源及び

事務取扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計か

らの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

9（▲0） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入      1（―） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入      0（―） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合合計計  80（▲1）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁船再保険費及

交付金 

  63 （▲3） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の漁船保険

組合への交付や再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

6（＋1） 

 

漁船再保険事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

予備費  1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 69（▲2）  

○○  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料 0（―） 漁業共済組合連合会からの漁業共済保険に係る保険料収

入見込額 

一般会計より受

入 

120（＋15） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の財源並び

に事務取扱いに必要な人件費及び事務費の財源の一般会

計からの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

  26 （＋4） 未経過の保険期間に対する保険料として前年度から繰り

越される資金の受入見込額等 

雑収入 0（―） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

借入金 －（▲117） 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金の財源に

充てるための民間からの借入見込額 

合計 146（▲98）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁業共済保険費

及交付金 

103（▲125） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の漁業共済

組合連合会への交付や保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

1（＋0） 漁業共済保険事業に係る人件費及び事務費に要する財源

の業務勘定への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

23（＋12） 

 

借入金の償還金の支払財源に充てるための国債整理基金

特別会計への繰入れ 

予備費 1（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 129（▲113）  

 

○○  業業務務勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他勘定より受入 148（＋23） 人件費、事務費等に要する財源に充てるための各事業勘定

（国営土地改良事業勘定除く）からの受入見込額 

雑収入 0（▲0） 不動産の貸付料収入見込額等 

合計 148（＋23）  

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 148（＋23） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

予備費 2（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 148（＋23）  

○○  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受

入 

45（▲14） 土地改良工事に要する経費の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

土地改良事業費

負担金収入 

57（▲19） 国営土地改良工事に必要な経費のうち、道県が負担する負

担金の受入見込額 

借入金 8（―） 土地改良工事に要する経費の財源に充てるための財政融

資資金からの借入見込額 

前年度剰余金受

入等 

2（＋０） 前年度の決算上の剰余金及び雑収入見込額 

合計 111（▲32）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

土地改良事業費 47（▲16） 国が施行するかんがい排水事業（３地区）及び総合農地防

災事業（1 地区）の施行 

土地改良事業工事

諸費 

８（▲１） 国営土地改良事業に必要な現場事務所の人件費、事務費 

土地改良事業費

負担金等収入一

般会計へ繰入 

15（＋１） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復

興土地改良事業

費負担金等収入

一般会計へ繰入 

0（＋０） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復興

土地改良事業費負

担金等収入東日本

大震災復興特別会

計へ繰入 

0（＋０） 

 

土地改良事業費負担金収入の東日本大震災復興特別会計

への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

40（▲16） 借入金の償還金及び利子の支払財源に充てるための国債

整理基金特別会計への繰入れ 

予備費 2（―） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 111（▲32）  
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    ②②    剰剰余余金金  

令令和和４４年年度度決決算算  

＜＜食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計＞＞ （単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
  資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

そそのの他他  

農業経営安定勘定 2,785 2,416 368 368 － －  －  

食糧管理勘定 8,469 7,953 515 515 － －  －  

農業再保険勘定 760 694 65 137 ▲72 －  － 

漁船再保険勘定 98 51 46 27 － 19 － 

漁業共済保険勘定 250 240 9 108 － － ▲99

業務勘定 35 31 4 4 － －  － 

国営土地改良事業勘
定 

142 116 25 25 － － － 

特別会計合計 12,541 11,505 1,036 1,18８ ▲72 19 ▲99

令和４年度決算における剰余金は、食料安定供給特別会計全体で 1,036 億円です。 

令和４年度決算における不足金は、食料安定供給特別会計全体で 99 億円です。 

＜＜農農業業経経営営安安定定勘勘定定＞＞  

農業経営安定勘定における剰余金は、368 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

農業者の収入減少の幅が小さかったことにより、農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付

金を要することが少なかったこと（295 億円減）等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により農業経営安定勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、農業経

営安定事業収入減少影響緩和対策交付金等の財源に充てることとしています。 

＜＜食食糧糧管管理理勘勘定定＞＞  

食糧管理勘定における剰余金は、515 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

年度内において支払った米麦の買入費等の支出に対して、米麦の売払代等の収入が多かったこ

と等によるものです。 

なお、不用額が 923 億円生じていますが、これは麦の買入価格及び買入数量が予定より少な

かったこと等によるものであり、その際、この財源に充てる資金受入（食糧証券の発行収入）も

減少することから、剰余金の発生にはつながりません。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により食糧管理勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度当初

の米麦の買入費等の財源に充てることとしています。 
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    ②②    剰剰余余金金  

令令和和４４年年度度決決算算  

＜＜食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計＞＞ （単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
  資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

そそのの他他  

農業経営安定勘定 2,785 2,416 368 368 － －  －  

食糧管理勘定 8,469 7,953 515 515 － －  －  

農業再保険勘定 760 694 65 137 ▲72 －  － 

漁船再保険勘定 98 51 46 27 － 19 － 

漁業共済保険勘定 250 240 9 108 － － ▲99

業務勘定 35 31 4 4 － －  － 

国営土地改良事業勘
定 

142 116 25 25 － － － 

特別会計合計 12,541 11,505 1,036 1,18８ ▲72 19 ▲99

令和４年度決算における剰余金は、食料安定供給特別会計全体で 1,036 億円です。 

令和４年度決算における不足金は、食料安定供給特別会計全体で 99 億円です。 

＜＜農農業業経経営営安安定定勘勘定定＞＞  

農業経営安定勘定における剰余金は、368 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

農業者の収入減少の幅が小さかったことにより、農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付

金を要することが少なかったこと（295 億円減）等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により農業経営安定勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、農業経

営安定事業収入減少影響緩和対策交付金等の財源に充てることとしています。 

＜＜食食糧糧管管理理勘勘定定＞＞  

食糧管理勘定における剰余金は、515 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

年度内において支払った米麦の買入費等の支出に対して、米麦の売払代等の収入が多かったこ

と等によるものです。 

なお、不用額が 923 億円生じていますが、これは麦の買入価格及び買入数量が予定より少な

かったこと等によるものであり、その際、この財源に充てる資金受入（食糧証券の発行収入）も

減少することから、剰余金の発生にはつながりません。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により食糧管理勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度当初

の米麦の買入費等の財源に充てることとしています。 

 

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

農業再保険勘定における剰余金は、65 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

共済事故が少なかったことにより、再保険金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、未経過再保険料受入増 21 億円のほか、再保険金に係る不用額 43 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料及び支払備金に相当する金額として 137 億円を差し引くと 72 億

円の不足が生じました。 

この不足金は、特別会計法第 134 条第２項の規定により積立金から補足し、未経過再保険料

及び支払備金に相当する金額として 137 億円を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度

の歳入に繰り入れることとしています。 

  

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定＞＞  

漁船再保険勘定における剰余金は、46 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において、令和 3 年度において保険事故が少なかったこと等により、予算上見込んでいな

かった前年度剰余金受入があったこと、歳出において保険事故が少なかったことにより再保険金

を要することがなかったこと等によるものです。 

その詳細は、前年度剰余金受入 19 億円のほか、再保険金に係る不用額 18 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料に相当する金額として 8 億円を差し引くと歳入歳出の差額は 38

億円です。 

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平 23 法 40）第

34 条第 2 項の規定により令和 5 年度特別会計予算予算総則で定める金額 19 億円を一般会計

に繰り入れ、未経過再保険料に相当する金額 8 億円と残額 18 億円は、特別会計法第 8 条第 1

項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとしています。 

 

＜＜漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

漁業共済保険勘定における剰余金は、9 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において未経過保険料の受入が多かったこと等によるものです。 

その詳細は、未経過保険料受入増３億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過保険料及び支払備金に相当する金額として 108 億円を差し引くと 99 億円

の不足が生じました。 

この不足金は、補足すべき積立金がないので繰越損失となります。 

 

＜＜業業務務勘勘定定＞＞  

業務勘定における剰余金は、４億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において消費税の確定申告により還付が生じたこと等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第８条第１項の規定により業務勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、事務取扱費の財源

に充てることとしています。  
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＜＜国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定＞＞  

国営土地改良事業勘定における剰余金は、25 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

事業計画の変更に係る地元関係機関との調整が難航したことにより、年度内の工事完了が困難

になったこと等によるものです。 

その詳細は、土地改良事業費に係る翌年度への繰越額 20 億円、不用額 2400 万円等です。 

なお、土地改良事業費に係る不用額が上記のほか 1 億円生じていますが、これは事業計画の変

更等により、土地改良事業費等が予定より少なかったことによるものであり、その際、この財源

に充てる資金受入（一般会計より受入等）も減少することから、剰余金の発生にはつながりませ

ん。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定によ

り、国営土地改良事業勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度以降の事業費等の財源に充てるこ

ととしています。 

 

 

③③  積積立立金金等等  

積積立立金金（（農農業業再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  
（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,203 1,825 1,897 

②②  積積立立金金のの目目的的  

農業再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため、毎会計年度の歳入歳出の決

算上剰余金が生じた場合には、再保険金等に充てるために必要な金額を、積立金として積み立

てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 4 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 113％となります。過去（平成 5 年度）には 4,000 億円を超える再保険金の支払いが

あったことを勘案すれば、積立金が過大とはいえません。 
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＜＜国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定＞＞  

国営土地改良事業勘定における剰余金は、25 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

事業計画の変更に係る地元関係機関との調整が難航したことにより、年度内の工事完了が困難

になったこと等によるものです。 

その詳細は、土地改良事業費に係る翌年度への繰越額 20 億円、不用額 2400 万円等です。 

なお、土地改良事業費に係る不用額が上記のほか 1 億円生じていますが、これは事業計画の変

更等により、土地改良事業費等が予定より少なかったことによるものであり、その際、この財源

に充てる資金受入（一般会計より受入等）も減少することから、剰余金の発生にはつながりませ

ん。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定によ

り、国営土地改良事業勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度以降の事業費等の財源に充てるこ

ととしています。 

 

 

③③  積積立立金金等等  

積積立立金金（（農農業業再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  
（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,203 1,825 1,897 

②②  積積立立金金のの目目的的  

農業再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため、毎会計年度の歳入歳出の決

算上剰余金が生じた場合には、再保険金等に充てるために必要な金額を、積立金として積み立

てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 4 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 113％となります。過去（平成 5 年度）には 4,000 億円を超える再保険金の支払いが

あったことを勘案すれば、積立金が過大とはいえません。 

 

 

 

 

※ ソルベンシー・マージン比率（保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率）とは、民間保

険会社が、大規模災害による保険金支払いの急激な増加や運用環境の悪化など「通常の予測を

超えるリスク」に対して、どの程度自己資本・準備金などの「支払余力（マージン）」を有す

るかを示す経営健全性の指標です。 

 

 

 

 

特別会計ガイドブックでは、再保険金等に充てるために積み立てられた積立金の水準につき、

このソルベンシー・マージン比率を、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超

える危険に相当する額の計算方法等を定める件（平 8 大蔵省告示 50）を参考に、試算してい

ます。 
 
 

  

積積立立金金（（漁漁船船再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                              （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  
（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

56 57 57 

  ②②  積積立立金金のの目目的的  

漁船再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保することを目的としています。 

③③   積積立立金金のの水水準準  

本勘定は、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法による勘定統合により積立金を保

有しているものの、一方で東日本大震災被害に係る再保険金の支払財源の不足分を、一般会計

からの繰入金で手当したことによる一般会計繰入未済金 74 億円（令和 4 年度決算処理後）を

有しているため、ソルベンシー・マージン比率はマイナスとなっています。今後、一般会計繰

入未済金の解消を図った上で、ソルベンシー・マージン比率を勘案し適正と考えられる水準ま

で積み立てていくこととしています。 

（注）ソルベンシー・マージン比率の考え方については、「農業再保険勘定の③積立金の水準」をご覧下さい。 

 

                     マージンの総額 
ソルベンシー・マージン比率（％）＝                × 100 
                     1／2×リスクの総額 
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積積立立金金（（漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  
（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

－  －  －  

②②  積積立立金金のの目目的的  

漁業共済保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発

生した場合においても保険金の十分な支払能力を確保することを目的としています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定においては、過去に、漁業資源の減少や東日本大震災等による多額の保険金の支払が

発生し、これらの支払財源の不足に充てるため、法律に基づき一般会計から財源を繰り入れて

います。本勘定において決算剰余金が生じた場合には、法律の規定により、繰入金額に達する

まで一般会計へ繰り入れることとされており、一般会計繰入未済金 254 億円（令和 4 年度決

算処理後）を有しているため、現在、残高はなく、ソルベンシー・マージン比率はマイナスと

なっています。今後、一般会計繰入未済金の解消を図った上で、ソルベンシー・マージン比率

を勘案し適正と考えられる水準まで積み立てていくこととしています。 

（注）ソルベンシー・マージン比率の考え方については、「農業再保険勘定の③積立金の水準」をご覧下さい。 

 

 

 調調整整資資金金（（食食糧糧管管理理勘勘定定） 

①①  調調整整資資金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和５５年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和５５年年度度予予算算））  

令令和和４４年年度度末末  
（（令令和和４４年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和３３年年度度末末  
（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

95 221 668 

 

②②  調調整整資資金金のの目目的的  

特別会計法第 133 条の規定により食糧管理勘定の運営の健全化に資するために置かれた調

整資金は、食糧管理勘定で生じた損益と業務勘定から移し整理された損益を整理する機能を持

ち、必要に応じて一般会計から必要額を受け入れることにより米麦の売買等に係る食糧管理勘

定の赤字繰越しを行わないこととしています。 

なお、各年度末の調整資金残高は、国が備蓄・保有する米麦（貸付米含む）の市場価格によ

る評価額等から、食糧証券等の負債を差し引いて得られた額であり、現金で保有しているもの

ではありません。 

③③  調調整整資資金金のの水水準準  

各年度の予算編成において設定する年度末の調整資金の水準は、主要食糧の需給及び価格が

年度の途中において随時変動することを考慮して、米麦の売買等に係る食糧管理勘定に赤字繰

越しが生じることのないよう決定しています。 
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積積立立金金（（漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  
（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

－  －  －  

②②  積積立立金金のの目目的的  

漁業共済保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発

生した場合においても保険金の十分な支払能力を確保することを目的としています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定においては、過去に、漁業資源の減少や東日本大震災等による多額の保険金の支払が

発生し、これらの支払財源の不足に充てるため、法律に基づき一般会計から財源を繰り入れて

います。本勘定において決算剰余金が生じた場合には、法律の規定により、繰入金額に達する

まで一般会計へ繰り入れることとされており、一般会計繰入未済金 254 億円（令和 4 年度決

算処理後）を有しているため、現在、残高はなく、ソルベンシー・マージン比率はマイナスと

なっています。今後、一般会計繰入未済金の解消を図った上で、ソルベンシー・マージン比率

を勘案し適正と考えられる水準まで積み立てていくこととしています。 

（注）ソルベンシー・マージン比率の考え方については、「農業再保険勘定の③積立金の水準」をご覧下さい。 

 

 

 調調整整資資金金（（食食糧糧管管理理勘勘定定） 

①①  調調整整資資金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和５５年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和５５年年度度予予算算））  

令令和和４４年年度度末末  
（（令令和和４４年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和３３年年度度末末  
（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

95 221 668 

 

②②  調調整整資資金金のの目目的的  

特別会計法第 133 条の規定により食糧管理勘定の運営の健全化に資するために置かれた調

整資金は、食糧管理勘定で生じた損益と業務勘定から移し整理された損益を整理する機能を持

ち、必要に応じて一般会計から必要額を受け入れることにより米麦の売買等に係る食糧管理勘

定の赤字繰越しを行わないこととしています。 

なお、各年度末の調整資金残高は、国が備蓄・保有する米麦（貸付米含む）の市場価格によ

る評価額等から、食糧証券等の負債を差し引いて得られた額であり、現金で保有しているもの

ではありません。 

③③  調調整整資資金金のの水水準準  

各年度の予算編成において設定する年度末の調整資金の水準は、主要食糧の需給及び価格が

年度の途中において随時変動することを考慮して、米麦の売買等に係る食糧管理勘定に赤字繰

越しが生じることのないよう決定しています。 

 

 

 

 

  

 

④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和３３年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 
 

食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表（単位：億円、単位未満切捨） 

  

 

主な資産は、現金・預金 2,609 億円と外国に対する貸付米 901 億円です。 

なお、土地等の国有財産は、食糧管理勘定において管理する旧政府倉庫であり、また、業務勘

定で管理する旧食糧事務所庁舎等です。 

主な負債は、米麦の買入代金の手当てのために発行した政府短期証券（食糧証券）1,790 億円

です。 

なお、借入金は、国営土地改良事業勘定において、道県が負担する部分について財政融資資金

から借り入れを行い、土地改良事業に要する費用の財源としています。 

資産・負債差額は、主に現金・預金及び貸付米が含まれています。 
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⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  
 

保保険険料料率率のの算算定定根根拠拠 

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

① 農業共済の共済掛金率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣が定め

る共済掛金標準率を基礎として、組合等が危険段階ごとに事業規程等で定めることとされて

います。 

また、農林水産大臣が共済掛金標準率を定める際には、過去 20 年間（家畜共済について

は原則 3 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 農業経営収入保険の保険料率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣    

が定める保険料標準率を基礎として、全国農業共済組合連合会が危険段階ごとに事業規程で 

定めることとされています。 

また、農林水産大臣が保険料標準率を定める際には、過去 10 年間（制度開始当初は過去  

8 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

① 漁船保険等の保険料率は、「漁船損害等補償法」（昭 27 法 28）に基づき、農林水産大臣が

定める期間における危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定めることとして

います。 

また、農林水産大臣が保険料率を定める際には、過去 20 年間の危険率を基礎に、長期的

に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 漁業共済の共済掛金率は、「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、農林水産大臣が

定める基準共済掛金率を下らない範囲で組合が共済規程で定めることとされています。 

また、農林水産大臣が基準共済掛金率を定める際には、過去 10 年間の被害率を基礎に、

長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみ  

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

共済掛金標準率及び保険料標準率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、原則として 3

年ごとに見直すこととされています。 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

保険料率（漁業共済については基準共済掛金率）は、概ね 3 年ごとに危険率（漁業共済につい

ては被害率）の見直しを行い、必要に応じて改定することとしています。 
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⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  
 

保保険険料料率率のの算算定定根根拠拠 

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

① 農業共済の共済掛金率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣が定め

る共済掛金標準率を基礎として、組合等が危険段階ごとに事業規程等で定めることとされて

います。 

また、農林水産大臣が共済掛金標準率を定める際には、過去 20 年間（家畜共済について

は原則 3 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 農業経営収入保険の保険料率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣    

が定める保険料標準率を基礎として、全国農業共済組合連合会が危険段階ごとに事業規程で 

定めることとされています。 

また、農林水産大臣が保険料標準率を定める際には、過去 10 年間（制度開始当初は過去  

8 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

① 漁船保険等の保険料率は、「漁船損害等補償法」（昭 27 法 28）に基づき、農林水産大臣が

定める期間における危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定めることとして

います。 

また、農林水産大臣が保険料率を定める際には、過去 20 年間の危険率を基礎に、長期的

に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 漁業共済の共済掛金率は、「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、農林水産大臣が

定める基準共済掛金率を下らない範囲で組合が共済規程で定めることとされています。 

また、農林水産大臣が基準共済掛金率を定める際には、過去 10 年間の被害率を基礎に、

長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみ  

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

共済掛金標準率及び保険料標準率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、原則として 3

年ごとに見直すこととされています。 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

保険料率（漁業共済については基準共済掛金率）は、概ね 3 年ごとに危険率（漁業共済につい

ては被害率）の見直しを行い、必要に応じて改定することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  
 

食料安定供給特別会計に関する情報開示については、農業経営安定事業においては「事業者の

加入申請状況」や「事業者への支払実績」等を、また、食糧の需給及び価格の安定のために行う

事業において「備蓄米の在庫状況」や「米麦の売買に関する情報」を、さらに、農業再保険、漁

船再保険及び漁業共済保険の各保険事業等では、加入実績等を公表する「統計表」等により、各

事業の運用状況に関する情報の公開を詳細にわたって行っています。  

農業再保険勘定に関しては、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するため

の農業経営収入保険制度を導入するとともに、農業者の減少・高齢化等時代の変化を踏まえ、農

業者へのサービスの向上及び効率的な事業執行による農業者の負担軽減の観点から、農業共済制

度の見直しをするため、「農業災害補償法の一部を改正する法律」（平 29 法 74）が平成 30 年

4 月 1 日に施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料安定供給特別会計についての問い合わせ先 

（業務勘定） 

農林水産省大臣官房予算課       電話番号 03-3502-8111（内線 3348） 

（農業経営安定勘定） 

農林水産省農産局穀物課経営安定対策室 電話番号 03-3502-8111（内線 5155） 

（食糧管理勘定） 

農林水産省農産局総務課会計室     電話番号 03-3502-8111（内線 4979） 

（農業再保険勘定） 

農林水産省経営局保険課        電話番号 03-3502-8111（内線 5269）  

（漁船再保険・漁業共済保険勘定） 

農林水産省水産庁漁政部漁業保険管理官 電話番号 03-3502-8111（内線 6639）  

（国営土地改良事業勘定） 

農林水産省農村振興局総務課      電話番号 03-3502-8111（内線 5472） 

第Ⅱ－９ 食料安定供給特別会計

140




